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1． 背景 

生物多様性条約に基づき平成 20 年に成立した生物多様性基本法の第 13 条では、都道府県と市区町村

は、区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画として、生物多様性

地域戦略の策定を努力義務として規定しています。また、平成 22 年 10月、名古屋市で開催された「生

物多様性条約第 10 回締約国会議」（COP10）では、「愛知ターゲット」として、世界全体で取り組むべき

基本的な方向性が決定されました。 

 

平成 24年 9月、「生物多様性国家戦略 2012-2020」が閣議決定されました。ここには 2020年に向けた

ロードマップと、自然共生社会を実現するための基本的な考え方として「自然のしくみを基礎とする真

に豊かな社会をつくる」ことが示されています。これをふまえた課題の一つに『生態系サービスでつな

がる「自然共生圏」の認識』を挙げています。「自然共生圏」の構築は、地球、国土、地域、流域といっ

たさまざまな空間レベルで考えていくことが必要であるとしています。 

 

平成 24 年 10 月、COP11 が開催されました。ここで記者発表された「都市と生物多様性白書―行動と

方針」で、都市における自然資源の保全と持続可能な利用を強化するための 10のキーメッセージが提言

されています。生物多様性の保全を考えるうえでの都市の重要性が世界的に注目されています。 

 

東京都では、平成 24年 5月に生物多様性基本法に基づく地域戦略と位置づけられる「緑施策の新展開

～生物多様性の保全に向けた基本戦略～」が策定されました。その中で、「生物多様性の保全に向けた実

効性の高い先駆的な政策を展開することは、生物資源を大量に消費する大都市東京に課せられた使命で

ある」としています。 

 

こうした背景をふまえ、20万人の区民と日本一の事業者数を誇る都心である港区は、社会的な影響力

が大きく、愛知ターゲットを基本的な指針とした生物多様性の保全と持続可能な利用に向けて取り組み

を進めるうえで、大きな役割を持ちます。 

港区では、平成 23年 3月に「港区緑と水の総合計画」が改定され、そのなかで港区生物多様性地域戦

略の策定が、新規重点施策に位置づけられています。 

 

2． 戦略策定の目的 

「港区生物多様性地域戦略」は、豊かな自然環境の象徴である動植物の生息・生育環境の充実を図り、

生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取り組みを、区民協働で総合的に推進することを目的に策定

するものです。 

 

 

 

資料１ 港区生物多様性地域戦略について 
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3． 計画期間 

計画期間は、平成 26年度（2014年度）～平成 32年度（2020年度）までの 7年間とし、その中間年であ

る平成 29年度（2017年度）には効果検証と見直しを行います。また、地域戦略の目標達成年次を短期と

長期に分けて設定します。 

目標期間（案） 

短期目標 2020年 

中長期目標 2050年 

 

4． 生物多様性地域戦略で定めるべき要件（生物多様性基本法第 13 条第２項） 

「生物多様性地域戦略策定の手引き（H22改訂）」では、策定にあたって地域特性を考慮すること、多様な

主体と協働・連携で策定することが重要としています。また、地域戦略に定めるべき要件として、以下の

事項をあげています。 

 

・対象とする区域 

・区域内の生物多様性保全・持続可能な利用の目標 

・区域内の生物多様性保全・持続可能な利用に関する総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 

 港区生物多様性地域戦略策定スケジュール 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１　計画準備
　実施計画の作成、実施方法・
　　　　　　　　　　　　　体制の確立

　生態系、法律・くらし・経済

　アンケート

３　現状、課題の整理と
　　　　　　　　　　　対応方針

　現状、課題の整理と
　　　　　　　　対応方針の整理

４　意見交換会 　区民会議（いきもの作戦会議）
●
20

●
10

●
３

●
25

●
24

５　地域戦略策定事業の周知 　ピーアールイベント
●
10

●
24

６　生物多様性推進委員会、
　港区生物多様性推進委員会

●
27

●
23

● ● ●

庁内策定委員会
　庁内策定委員会

●
25

● ● ● ●

７　骨子（案）作成 　骨子（案）の作成

９　地域戦略(素案)の作成 　地域戦略（素案）の作成

10　地域戦略（素案）
      　　　　　地区別説明会

　地域戦略（素案）の地区別説明会

11　パブリックコメントの実施
　地域戦略（素案）に対する
　パブリックコメント

12　地域戦略（案）の作成 　地域戦略（案）の策定

13　庁議報告決裁 　庁議報告、策定起案決裁 ● ●
区長
決裁

14　議会報告 　議会報告 ● ●

作業名 作業内容
H24年度 H25年度

２　現状把握

 

推進委員会の議題 

第 1回（2012年 8月 27日） ：基本的な方向性について 
第 2回（2013年 1月 23日） ：課題と対応方針について 
第 3回（2013年 4月）  ：骨子（案）について 
第 4回（2013年 9月）  ：素案について 
第 5回（2013年 12月）  ：素案の最終確認と H26年度の予定 
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5． 第１回推進委員会ご指摘事項と対応 

 

第 1回 港区生物多様性推進委員会（8月 27日）では、以下の議題で討議を行いました。委員会でのご

指摘事項と対応は以下のとおりです。 

 

議題 

（１）港区生物多様性推進委員会の設置について 

（２）委員の委嘱について 

（３）委員長及び副委員長の選任について 

（４）港区生物多様性地域戦略について 

① 策定スケジュールについて 

② 策定手法と推進委員会の進め方について 

③ 地域戦略の構成（素案）について 

④ 港区の生物多様性の現状と課題について 

 

 

 

 

第１回推進委員会ご指摘事項と対応(1/2) 

区分 主なご指摘事項 対応 

広
報 

区民まつりではたくさんのチラシが配られ埋もれてしまう
ので、チラシ配りだけだと広報効果が低いと思う。見てもら
える工夫や立ち止まってもらえる工夫をして、ぜひブースを
出して欲しい。 

区民祭りでは、総合支所のブースを
一部をお借りしてピーアールに努
めました。 

表
題 

港区は外部に依存して成り立っている生態系であるため、
「生態系」というよりも「港区の自然環境の現状」の方がよ
い。 

ご指摘にしたがい、表題を修正しま
した。 

視
点 

土壌の重要性について触れた方がよい。  

歴史的な視点が欲しい。とくに近代における自然の変遷を把
握しておくべきである。 

 

視
点 

港区は外部の資源に依存して成り立っている区であるとい

うことを、明記しておくべきである。 
 

愛知ターゲットの視点との関係を明確にした方がよい。  

区
民
や
事
業
者
等
と
の 

関
わ
り
方 

区民の意見をすべて取り入れた方がよい。 

ご指摘にしたがい、区民会議等の運

営に努めています。 

区民が取り組む姿勢を大切にすべきである。 

「区民・事業者等が動かす地域戦略づくり」ではなく、「区

民・事業者等がつくる・担う地域戦略づくり」の方がよい。

区や委員会が作るのではないという姿勢が大切である。この

考えを受けて、理念の項目立てを検討すべきである。 

（５）地域戦略策定の基本的方向について 

 ① 地域戦略策定の視点と手法について 

 ② 区域と計画期間について 

 ③ 目標期間の考え方について 

 ④ めざすべき将来像について 

（６）策定作業の実施方法について 

 ① アンケートについて 

   ② キックオフイベントについて 

   ③ その他の策定作業について 

（７）その他 
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第１回推進委員会ご指摘事項と対応(2/2) 

区分 主なご指摘事項 対応 

区
民
や
事
業
者
等
と
の 

関
わ
り
方 

区民の自発性を促すことは大切だが、あらぬ方向に行ってし

まうことがあるので、ある程度は議論の方向性を示した方が

よい。 
ご指摘にしたがい、区民会議等の運

営に努めています。 行動計画は白紙の段階で区民に議論してもらう方がよい。 

事業者の力がとりわけ大きいのが港区なので、事業者との協

働が重要である。 

ほ
か
の
自
治
体
や
外
国
と

の
連
携 

姉妹都市や区内に大使館が多く、外国との連携を図りやすい

ことは、港区ならではのこと。これを生かすべきである。 

水質に関わる東京湾岸の自治体と

の連携、「森と水会議」での 47の自

治体とつながりを生かします。ま

た、外国との連携について検討して

います。 

行
動
計
画 

モニタリングできる人材を育てるなど、人材育成の視点が必

要である。 

 

インセンティブをつけて、区民や事業者をうまく巻き込んだ

方がよい。表彰制度は重要であるが、それ自体が目的化する

ので、うまく使う必要がある。 

 

事業者が考えていることを、行政がいかにマネジメントでき

るかが重要である。 

 

生きものの医者のような人が日本にはいない。どうしたら良

くなるのかを提言できるような専門家を配置し、そういった

核を決めて取り組むべきである。 

 

戦略をつくって終わりではなくて、それで区が少し変わるべ

きである。 

 

指標となる数値は、事業者にはいいかもしれないが、区民も

含めて考えると、より柔らかい表現が適していて、例えばタ

ーゲットとなる生物種を示した方がよい。 

 

生物多様性とは一見関連しないようにみえる屋上緑化など

は、報告書の中で丁寧に表現した方がよい。 

 

豊岡市のコウノトリみたいに珍しいものがいたら、区民等が

まとまりやすいので、シンボリックな種があるとよい。 

 

港区は、何に力を入れるのかをはっきりした方がよい。 
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計画の位置づけと役割 

「港区生物多様性地域戦略」は、生物多様性基本法第 13条及び港区みどりを守る条例に基づき、港区区

域内における、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的事項を定めるもので、港区基本構

想の部門別計画として位置づけられる計画です。 

この計画は、「港区緑と水の総合計画」の重点施策である「動植物の生息・生育環境の充実」の施策とし

て、また、生物多様性国家戦略の趣旨を踏まえ、生物多様性に関する普及啓発や自然環境の保全を区民協

働で総合的に推進することを目的に策定する計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 港区生物多様性地域戦略の位置づけ 

 

＜部門別計画＞ 

環境    まちづくり   産業   保健福祉   教育  ・・・ 

 

 

 

 

 

 

港区基本構想 

港区基本計画 

【分野別計画】 

Ⅰ かがやくまち（街づくり・環境） 

Ⅱ にぎわうまち（ｺﾐｭﾆﾃｨ・産業） 

Ⅲ はぐくむまち（福祉・保健・教育） 

港区まちづくりマスタープラン 

（根拠法：都市計画法） 

港区緑と水に関する 

基本方針 
（根拠条例：港区みどりを守る条例） 

 

港にぎわい公園づくり基本方針 

生物多様性 

国家戦略 

 

愛知目標 

 

東京都 

緑施策の新展

開～生物多様

性の保全に向

けた基本戦略 

 

各自治体の生

物多様性戦略 

港区 

環境基本計画 
（根拠条例 :港区  

環境基本条例） 

港区緑と水の

総合計画 
（根拠法令: 

都市緑地法） 

港区生物多様性地域戦略 
（根拠条例:港区みどりを守る条例 

根拠法令:生物多様性基本法） 

 


